
初回（１・２回目）接種を希望する人は、養老町新型コロナワクチン接種相談窓口（☎0120－110－171　平日の
９時～ 17時）へご連絡ください。

※努力義務について
感染症の緊急のまん延予防の観点から実施するものであり、国民の皆さまにも接種にご協力をいただきたいとい
う趣旨で「接種を受けるよう努めなければならない」という予防接種法の規定が適用されています。しかし、接種は
強制ではなく、最終的には本人が納得したうえで接種をご判断いただくことになります。
３．使用ワクチン
オミクロンＸＢＢ.１系統ワクチン
４．接種券について
〇接種券を送付する人
 ・令和５年５月８日以降に接種（春開始接種または初回接種）した人
 ・令和５年春開始接種の対象ではなく、令和４年９月20日以降に令和４年秋開始接種でオミクロン株対応ワクチ
ンを接種した12～ 64歳の人
 ・令和５年春開始接種の対象ではなく、初回接種を令和５年２月８日以降に接種した12～ 64歳の人
 ・令和４年３月８日以降にオミクロン株対応ワクチンを接種した５～ 11歳の人
※接種対象者で接種券をお持ちの場合はそのまま使用できます。紛失などにより再発行が必要な場合は、健康福
祉課または町保健センターへご連絡ください。

１．接種期間
　９月20日～令和６年３月31日（予定）
２．対象者
　５歳以上で初回（１・２回目）接種が終了した人で前回接種より３カ月以上間隔のあいている人

新型コロナワクチン接種は、５歳以上の初回（１・２回目）接種を終了した人を対象とした令和５年秋開始接種が
開始されます。

令和５年春開始接種 令和５年秋開始接種

対 象 者 努力義務 対 象 者 努力義務

高齢者（65歳以上） 〇 あり 〇 あり

基礎疾患を有する人（５～ 64歳） 〇 あり 〇 あり

医療従事者・介護従事者など 〇 なし 〇 なし

上記以外（５歳以上） ― ― 〇 なし


